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〔令和４年度版〕 
 

女性が能力を高めながら継続就業でき、管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間  平成３１年２月１日～令和６年１月３１日まで（５年間） 

 

２ 本会の課題 

   正規職員に占める女性職員の割合は約６４％と非常に高い一方、管理職に占める女性

の割合は令和４年１月１日現在２３．５％である。 

 

３ 目 標 

      女性が能力を高めながら継続就業できる雇用環境を整備する中で、管理職に占める女

性の割合を３５％以上にする。 

 

４ 取組内容と実施時期 

令和４年４月～  働き方改革の取組の実施 

●有給休暇の取得率の促進① 

・個人別年次有給取得計画表の提出と実行（嘱託・臨時職員） 

●時間外抑制の推進① 

  ・ノー残業デーの励行と実施日〔毎月１１日・２６日（３月・

４月を除く）〕の周知 

 

令和４年４月～  山口市男女共同参画推進審議会委員の選出（総務課長）及び会議

への出席 

 

   令和４年４月～  育児休業に関する相談窓口を本所総務課に設置し、職員に周知 

 

令和４年５月～  ●時間外抑制の推進② 

                     ・MYノー残業デー（曜日）月別計画書の提出と実行 

 

令和４年８月～  育児休業制度（出生時育児休業含む。）の意義や制度の内容、申請

方法等に関する研修の実施 

 

令和５年１月～  ●有給休暇の取得率の促進② 

 ・個人別年次有給取得計画表の提出と実行（正規・継続雇用  

職員） 

 

   令和５年３月～   女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備について職員の意

見を聴取（現状確認）〔毎年３月に実施〕 


